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京都大学総合体育館規程

第 1条本学に総合体育館（附属プールを合t:r。
以下同じ。〕をinき， 木学における体育出動お

よび木学の行なう式典のためにこれを用いる。

第 2 条総介体育館は，学生，：m長が~＇Jljlする。

2 総イ干体育館の作JlJ!.に｜期する!Ti要’JT-項は，学生

；＇；官委員会において蒋議する。

第3条 総介体育館は，このよ克科に;i：めるものの

ほか，総長が別に定める使用規川の定めるとこ

ろにより使用するものとする。

苛14条総介体育館に｜苅すゐ事務n，学生部厚生

~~~において処）lJ!するの

附 lliJ
このj見ねは，昭和47年 3刀9日から施行するの

京都大学総合体育館使用規則

都11:: 京郎大学総代体育館周れ（以下「規机」

という。）第 1条の京都大学における体育爪動

とは，次の各号に掲げるものをいう。

(l) 教長，：；1；の休肯定校

(2) 本学または京術大学体育会（以下「体育

会」という。〕もしくはそれに所以する述!f)J

mの主催または共催にかかる休n大会

(3) 体育会に所属する述動；l(j;の課外休育問動

(4) j]iJ各号に掲けーる以外の本学学ノ｜：およひ教1[;'1(

民の体育活動

(5) その他学生部長が特に総合体11館の｛史川を

適当と認める体育活動

2 j克fl'，第 1条の木学の行なう式典とは，入学＇（ J.

-11}式，ホ：i・1におよひ‘創立記念式をいう。

第2条 学：U~ilJ主は，このよ莞 l\ilに定めるしののほ

か，総合体育館作付属プールを含む。 以下同
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じ。〉の使用に関する重要事項について，総合

体育館連常会議（以下「j軍営会議」という。〉

にはかり，その立；見をきくものとする。

2 運営会議の構成その他の必要な事項は，学ノ｜

部長が別に定める。

第 3条 総介イ本育館のIJM鮪j別間等は，次のとおり

とする。

施設f，附館Jill間 ｜持l 館 日寺 ！日1

（可Z日〉

午前911寺30分から午後 9ll~j· 

主で。ただし第2武道局L；に

f1' ff t託t ついては，午筏 91時30分主

年！日）t()lliじて で

〈日11/il日・干兄日〉

午前9時30分から午後6時

まで

（平日〉

1:n l子，フーノレ 午前911'i30分ゐ‘ら午｛会 811年

4 PLl-.1iJヵ、ら まで

JOJi Jニ旬主て (llillUI・祝日〕

午前 911 •;· 30分カ‘ら午後 611 午
まで、

2 総合体TI昨＼OJ休館nは，1iJ:灯のむ（I3 nil占1日と

する。

3 j]iJ 2項の規定にかかわらず，学ノI=.;'1i;J長は，村

別の事mがあるときは，運営会議にはかり， l:/l

館l~！i'聞を変更し，休館 11 に r.•/,l, ll !j に llM飢し，また

は111i項の休館 H以外の IIに休館することができ

る。

加4条 教j室内11長は，総介体育館の第 1条第 1号

のi叱川について，学年の初日のlOll"1)ijまでに，

}JIHこ定める様式による当『法学年の｛川fLJ耐i書ケ

学生部長に提出するιのとする。
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2 総合体育館の使用が第1条第2号に胤定する

木学の主催または共催にかかる場合および総介

休育館を同条第2項に規定する式典に使用する

場合は，主管店長において，使用しようとする

n c2日以上にわたるときには， その初Fl。

以下「使用日」という。〉の属する月の初日の

10円前までに， 5)1］に定める様式による使用計阿

苫を学生部長に提川するものとする。

第5条 総合体育館を佐川しようとするボーは，前

条において別段の定めのある場合を除くのほ

か，次の各号の定めるところにより使用承認申

請書を学生部長に提出し， その承認を受けなけ

ればならない。

(1) 第 1条第2号および招3りの使用の場fl

体育会において，これらの使用について

の月聞の使用計画を淵盤の L これをとり

まとめ，毎月その初日の10円前までに， J)lj

記隊式第 lによる当政月の使用iK認申請書

を提出する。

(2) ｜司条第4号の使用の場合

l京川として使用円の属する刀の初n0)10 

円前までに，別記係式抗2による｛rl：用iK;;f,!.
c!1請古を提山する。

(3) 同条第5号の使用の場合

使用 flの属する月の初日の 1011日ljまで

に，男lj記様式抗3によるNi川万史認、It1請；！？を

提出する。

2 学ノ1°.i~il長は. Wl条第5号の使用にかかる1]fj

項の巾請があった場介において，その他JlJを示

認するには，あらかじめ運営会議にはかるもの

とする。

3 総fT体育館の使用の；＂］＼；？~，不承認の結果H ,

これを『11前者に通知するものとする。

第6条 !Iii条の既定は，総介体育館の使刀lのぷ認、

を受けた者が．その使用を変更しようとする場

介に準用する。ただし，申請占の提IHは， あら

かじめかっすみやかに， これを行なえば j己り

る。

2 総介休育館の使用の承認を受けた才；が，その

使用を中止しよ うとする場合には， すみやか

に，その旨を学生部長に届け／l',なければならな

し、。

;;(17条第1条第5号の使用の場合にH,}JI］にk
める使用料を徴収するものとする。

主席8条 総合体育館を使月1す芝、者は，次の作りに

Jt¥げる事項を！、）＇らなければならない。

(1） 承認を受けた使用円的および筒用時間以外

に使用しないこと。

(2) 館内設viii，鴇具等ーを無断で使用し，支たは

移動させないこと。

(3) 使用後は，すみやかに清掃し，設備， 3器具
等を使用前の状態に復すること。

(4) 施設，設備，~·具空宇を滅失， :tnf耳またはjち

mしたときは，直ちに，その円を学生，.. ,1~長に

報告し，必要な場合には，すみやかに原：丈i"I

復に要する経費の額を弁償すること。

(s) その他学生部長が運営会議にはかつて定め

る使用 lーの心得に違反しないこと。

W9条 この焼則または使用 l・.の心刊に迎。反して

総介体育館を｛史川したときは，学~l=.i1HR:I 土， そ

の使用を，，，，卜．させることができる。

llH flll 

このj丸川は， 1rr叫1147｛下3月9日から施行すろn

京都大学総合体育館使用心得

l 体育館 （附府3プールを合む。〉を使用する場介

は，必ず（山川JK認通知苫を抑当｛系Ltに舵示し，

I系nのJ行不にftl...，て使月！すること。

2 jj\認~れた目的およひ川H\JU、外に仰用しない

こと。

3 用.fl，を使用する場介は，必ず係員に申し山て

係員の指示に従って｛史川することの

4 館内廊下以外およびプールサイドには． I・足

で立ち人らないこと。

5 雨傘は，所定の場所にinくことの

6 火災 ・ 盗If:（（~の F防にむ：，患すること 。

7 喫1麿lは，所定の場所で行なうこと 0

8 j次刑 ・飲食は．しないこと。

9 附属プール O）（~iJIJに判 ，r仁川， 特に次のヰTJ債

を＇；J＇ること。
(1) 水泳する新－は，必ず水泳着を着用すること。

(2) 水泳する朽ーは， 1.K.rl1<1Jljに必ず‘シャワーで身

体をよ く洗い， ＊ vm休j~，を入；合、に fJなうこと。

(3) プーノレサイドを走ったり．水泳rJI忠ふざけ

をする下危険にわたる行為をしないこと。

10 所定の場所以外に．張り紙等をしないこと。

11 施設設備の保全ならびに探J~の取り扱いに

は，十分注意すること。

12 館内 （附属プーノレをつ；む。〉は， ’，~i；に111i淑 ・

終頓にi干l意し，｛史 J.ll 後は必ずI~けたに彼すおこと。

13 その他担判係員の指耳、に従うこと。
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